
TIES シェアードアカデミー会員規約 
 

制定 2011 年 4 月 1 日 

NPO 法人サイバー・キャンパス・コンソーシアム TIES 

第1条 （目的） 

本規約は、大学がTIESシェアードアカデミー会員（以下、「会員」という）として、NPO法人サイ

バー・キャンパス・コンソーシアムTIES（以下「当法人」という。）がインターネット上に提供して

いる「教育統合サービスTIESワールド」（以下、「TIES」という）を共同利用するための条件を定

めたものである。 

第2条 （定義） 

1. 本規約における大学とは、学校教育法で定められた大学院/短期大学/医学部附属病院を含

む大学および大学の学部・学科を指す。 

2. TIESで提供するサービスの種別は別途定める「TIESシェアードアカデミー会員区分とサービ

ス」のとおりとする。 

3. 共同利用推進委員会 

共同利用推進委員会は、会員により構成され、TIESの円滑な共同利用の推進を目的として、

当法人から諮問を受けた事項についての審議および答申を行う。 

第3条 （入会資格） 

会員とは次に定める条件を満たす者とする。 

（1） 大学、あるいは大学に属する非常勤、臨時職員を含む教職員（以下、「大学教職員」と

いう） 

（2） 参加目的が学術研究教育目的であること 

（3） 当法人へ参加申請を行い認められること 

第4条 （会員の種類とサービス） 

会員はその種別により、別途定める「TIESシェアードアカデミー会員区分とサービス」のサー

ビスを利用することができる。 

第5条 （会員期間） 

会員期間は、入会を承認した日から最初に到来する3月31日（以下「会員期間満了日」とい



う）までとする。ただし、会員期間満了日1ヶ月前に会員より退会の意思表示が当法人に対し

てなされない場合には、自動的に同一条件（ただし、本規約および会費に変更があった場合

は変更後の条件）をもってさらに１年間、会員資格は継続延長されるものとし、以後も同様と

する。 

第6条 （利用料） 

1. 会員は別途定める「TIESシェアードアカデミー会員区分とサービス」に示す会費および利用料

を、入会の日が属する月の翌月末までに一括前払いするものとする。 

2. 利用料の会期は、4月1日～翌3月31日までの期間とする。 

3. 個人会員は、会期途中で入会した場合であっても、会費の全額を入会の日が属する月の翌

月末までに一括前払いするものとする。ただし、法人会員あるいは別途定める「TIESシェアー

ドアカデミー会員区分とサービス」に示す利用料は、入会の日が属する月より期末まで月割

り計算した金額を納めるものとする。 

4. 年度途中で退会した場合には返金はしないものとする。 

第7条 （利用） 

TIESの利用は別途定める「TIESワールド利用規約」に記載のとおりとし、会員は、これに従うも

のとする。 

第8条 （入会） 

1. 会員の募集は原則としてTIESサイト上での公開募集を行う。 

2. 入会を希望する場合には、別紙「TIESシェアードアカデミー会員申込（契約）書」に示す様式に

従って申し込むものとする。 

3. 当法人の許可を得、所定の利用料を納めた時点で正式に入会が認められたものとする。 

第9条 （退会） 

退会を希望する場合には、所定の方法に従って退会手続きを行うものとする。 

第10条 （会員資格の停止、抹消） 

会員が次の項目のいずれかに該当した場合、当法人は、会員へ事前に通知することなく、直

ちにそのサービスの利用停止または会員資格の抹消を行うことができるものとする。 

（1） ＩＤ･パスワードを不正使用したとき 



（2） 入会申請内容に虚偽の事項があったことが判明したとき 

（3） 会員の所在が当法人に不明となり連絡がとれない場合 

（4） 会員によるログインが２年以上なく、メール配信も希望しない場合、もしくは登録メール

アドレスにメールが配信できない場合 

（5） 当法人が、会員として不適格と判断したとき 

（6） 前各号の他、本規約に違反したとき 

第11条 （譲渡の禁止）  

会員として有する権利を第三者に譲渡もしくは使用させたり、売買、名義変更、質権の設定

その他の担保に供するなどの行為はできないものとする。 

第12条 （変更の届け出）  

1. 会員は、住所、及びその他当法人への届け出内容に変更があった場合には、速やかに当法

人に所定の方法で変更の届け出をするものとする。  

2. 届け出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、当法人は一切その責任を負わな

い。 

第13条 （会員サービスの中断、制限）  

1. 下記のような場合、会員へ事前告知し、サービスを中断することがある。 

（1） ハード・ソフト等の定期的な保守を行う場合 

（2） システムのバージョンアップ等を行う場合 

2. 当法人は、下記のような不測の事態において、会員への事前告知なくサービスを中断するこ

とがある。 

（1） ハード・ソフト等の保守を、緊急に行う場合 

（2） 地震、火災、洪水、噴火、停電などによりサービスが提供できなくなった場合 

（3） 戦争、動乱、暴動などによりサービスが提供できなくなった場合 

（4） その他、当法人が運用上または技術上サービスの中断が必要と判断した場合 

第14条 （免責事項） 



当法人の債務不履行責任は、当法人の故意または重過失によらない場合には免責されるも

のとする。 

なお、利用者との本利用規約に基づく当法人のサービスの利用に関する契約が消費者契約

法に定める消費者契約に該当する場合、上記の免責は適用されないものとし、当法人は、

当法人の故意・重過失に起因する場合を除き、通常生じうる損害の範囲内で、かつ、有料サ

ービスにおいては代金額（継続的なサービスの場合は1か月分相当額）を上限として損害賠

償責任を負うものとする。  

第15条 （会員の個人情報の保護） 

個人情報の取り扱いについては、別途定める「TIESワールド個人情報の取り扱いについて

（プライバシーポリシー）」の記載のとおりとし、会員はその取り扱いを承諾し、これに従うもの

とする。 

第16条  （会員規約の変更） 

1. 本規約の改廃は、当法人理事会の議決によりこれを行う。なお、その場合、当法人はホーム

ページへの公開その他所定の方法により直ちに当該変更後の規約を会員へ通知するものと

する。 

2. 変更後の規約は、当法人より会員に通知した時点から効力が生じるものとする。 

3. 会員は、本規約変更後最初の本サービスの利用をもって、当該変更に同意したものとする。 

附 則 

1. 個人会員に対しては、第6条の規定にかかわらず， 2011年度の会費および、TIESアドオンサ

ービス、一貫教育サービスに係る利用料は無料とする。 

以上 



   個⼈会員⽤  TIES シェアードアカデミー会員申込（契約）書 

甲は NPO 法人サイバー・キャンパス・コンソーシアム TIES（以下、「乙」という。）がインターネット上に提供する

「教育統合サービス TIES ワールド」を学術研究教育を目的として共同利用するため、TIES シェアードアカデミー

会員規約、TIES ワールド利用規約に同意した上で、下記の内容で TIES シェアードアカデミー会員の申し込みを

致します。 

【申込内容】               ＊利用形態の変更にともなう経過期間として、2011 年度は無料となっております。 

申込区分  ○新規入会 ○登録内容変更 

会員種別  ○個人会員＊        ○無料会員（会費：無料）         

 

個人会員をお申込みの方で、有料サービスをご希望の場合は☑をつけてください。 
有料 
サービス利用 

□拡張機能利用＊     □収録支援サポート＊     □一貫教育サービス＊ 

 

契約金額 種類 詳細 単価 個数 金額 

     

     

 小計 
消費税等 

 

合計  

 
会員期間満了（3 月 31 日）から 1 か月前までに何ら申し出のない場合は、会員期間満了日から１年単位で契約

期間を自動更新します。「TIES シェアードアカデミー会員規約第 5 条（会員期間）より」 

 
申込日      年   月   日 

 
甲 

(会員申込者 

ご本人) 

 

氏名 ふりがな 

所属機関名 

住所 

 

〒 

所属部署  職位  

e-mail  TEL  

 
乙 奈良市帝塚山七丁目 1 番 1 号 

NPO 法人ｻｲﾊﾞｰ・ｷｬﾝﾊﾟｽ・ｺﾝｿｰｼｱﾑ TIES 

理事長         

〈申し込みにあたってのご注意〉 

TIES シェアードアカデミー会員規約をご確認いただき、本申込書に必要事項をご記入のうえ、メール、郵送、FAX 等で下記までご

送付ください。正式に受領した後、約 1 週間で、ライセンスの発行および、有料サービスをご希望された場合は、請求書をお送りしま

す。なお、本申込み書は必ず、お手元にコピーなどして保管しておいてください。 
〈申込・問合せ先〉 NPO 法人 CCC-TIES 事務局 〒631-8501 奈良県奈良市帝塚山 7-1-1 帝塚山大学キャンパス内 

TEL : 0742-48-8561 ／ FAX : 0742-48-2394 ／Mail : info@cccties.org 

別紙 



   法⼈会員⽤  TIES シェアードアカデミー会員申込（契約）書 

甲は NPO 法人サイバー・キャンパス・コンソーシアム TIES（以下、「乙」という。）がインターネット上に提供する

「教育統合サービス TIES ワールド」を学術研究教育を目的として共同利用するため、TIES シェアードアカデミー

会員規約、TIES ワールド利用規約に同意した上で、下記の内容で TIES シェアードアカデミー会員の申し込みを

致します。 

【申込内容】                              
申込区分  ○新規入会 ○登録内容変更 

会員種別  ○大学 A 会員        ○大学 B 会員         ○大学 C 会員  

 
大学 C 会員をお申込みの方で、有料サービスをご希望の場合は☑をつけ、必要数をご記載ください。 

有料 

サービス利用 

□拡張機能利用  ················································              ユーザ分 

□収録支援サポート  ················································              講義分 

□一貫教育サービス 

 
窓
口
ご
担
当
者

所属部署  職位  

氏名  ふりがな  

e-mail  TEL  

 
契約金額 種類 詳細 単価 個数（単位） 金額 

会費     

有料サービス

利用料 
    

 小計 
消費税等 

 

合計  

 
会員期間満了（3 月 31 日）から 1 か月前までに何ら申し出のない場合は、会員期間満了日から１年単位で契約

期間を自動更新します。「TIES シェアードアカデミー会員規約第 5 条（会員期間）より」 

 
申込日      年   月   日 

 
 本会員申込、承認の証として本書 2 通を作成し、甲及び乙はそれぞれ記名捺印のうえ、各自１通保有する。 

 

甲 

（法人代表者） 

                                  （印） 

 
乙 奈良市帝塚山七丁目 1 番 1 号 

NPO 法人ｻｲﾊﾞｰ・ｷｬﾝﾊﾟｽ・ｺﾝｿｰｼｱﾑ TIES 

理事長                                    （印） 

 


